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※２か月に１回のくみ取り…全地域、偶数月にくみ取り

【三丘地区】三丘中村、正安、宮河内、迫、森河内、安田 上・下、石光 上・下、広末、筏場、

【勝間地区】呼坂本町、西町、地方、和那手、関屋、奥関屋、勝間古市、大江、勝間下、

　勝間中 東・西、勝間上、白石、松舟、新畑、遠見、勝間中村、御所尾原 上区・中区・下区、

お願い

○転居・出生・死亡等により、住所、世帯員等に異動及びくみ取り制度の変更が生じた場合は、必ずリサイクル推進課又は各総合支所、支所で変更の手続きをしてください。

○し尿汲取票（シール）は、くみ取り業者から見える場所に貼ってください。

○くみ取り記入票（くみ取り日やくみ取り量を記入する紙）を、くみ取り業者が家に貼りますので、ご了承頂きますようお願い致します。

　王子免、緑ヶ丘 １丁目・２丁目・３丁目、叶松、三丘原、三丘古市、大字呼坂、大字中村

2月

納　入　月 5月 7月 9月 11月 1月 3月

8月 9月 10月 11月 12月 1月くみ取り月 3月 4月 5月 6月 7月

し尿処理手数料の納入日

○定日収集日の翌月または翌々月の奇数月が納入月となります。

期　　　日 1期 2期 3期 4期 5期 6期

○上記の収集日が、日曜・祝祭日・年末年始(12月25日～1月5日)・盆休み(8月14･15･16日)・ゴールデンウィーク(4月29日～5月5日）にあたるときは、予定日の前後がくみ取り日になります。

○１ヶ月に２回（１－２）のくみ取りは、１回目（初回目）のくみ取り収集曜日後、翌々週の収集曜日になります。

○臨時収集につきましては、地区及び曜日のご確認のうえ、ご協力お願い致します。

○気象・道路条件及び処理場の都合等により、収集ができない場合、遅れる場合がありますので、ご了承頂きますようお願い致します。

○新規申し込みの際、家の立地条件によって、バキューム車での作業ができない場合もあります。事前に相談して頂きますようお願い致します。

○くみ取り後の確認は、マンホールのふたを開けてご確認をお願い致します。

くみ取り日等の取扱い事項

木 金第４週 月 火 水

　幸ヶ丘 上・中・下、大字大河内

大字八代

【大河内地区】峠、此原、上河内、大河内、畑 上・下、院内、別所、上・中・下 笠野、

八代地区 予備日 三丘、大河内 地区 三丘、大河内 地区 予備日

吉国、中郷、高代、下・中・上 魚切

八代新畑、上・下 須野河内

　黒岩、荒瀬、兼清、小深、阿下、十楽、東善寺 上・下、川尻、和田、土手、追迫、石光中、

　和田団地、大字安田、大字小松原

河原畑、八代原、上市、下市、大迫、松尾

　大字大河内（勝間）、大字安田（勝間）

第３週 月 火 水 木 金

木 金

勝間地区 勝間地区

第２週 月 火 水

大字清尾、大字樋口、大字原

下清尾、中清尾、上清尾、新町、今市、下大歳、上大歳、小成川、大成川、樋口、東原、西原

高水地区 高水地区 予備日

太刀野、徳万、秋里、東秋里、たちの台、青葉台
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第１週 月 火 水 木 金


